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H20～ H25～ H27～ H31～ R7～ R8～

「岐阜県コース」⇒ 現行制度を維持（今後、見直しを検討）

【廃止】
特定・総合診療科医師研修資金

R7年度で新規貸付を停止
（貸付対象者を医学生へ変更）

【新規】既貸付者を対象に「医師確保条件不利地域」での勤務を促す仕組みの導入
（「指定勤務期間」の短縮によりインセンティブ付与）

【貸付金額】現行どおり（月10万円＋入学金＋授業料）
【義務年限（返還免除条件）】９年（初期研修２年＋７年）又は１１年（初期研修２年＋９年）

初期研修後７年間（９年間）業務に従事、うち少なくとも４年間（６年間）の「指定勤務期間※１」中、「医師確保条件不
利地域」に所在する知事指定医療機関に２年間勤務した場合、その勤務年数の１／２に相当する期間を上限に、「指定勤務
期間」を「その他勤務期間※２」に振り替え

「地域医療コース」⇒ 現行制度を維持

【新設】
特定診療科医学生修学資金（仮称）
【対象診療科】 外科、小児科、産科、救急科、麻酔科、総合診療科
【対象者】 県内・県外の医学生（４～６年生） ※医学生修学資金制度との併用不可
【定員】 １０名／年
【貸付期間】 最大３年間
【貸付金額】 １０万円／月 ※利息１０％／年
【義務年限（返還免除条件）】

県内で初期臨床研修後、県内の専門医プログラムに登録し、貸付期間と

同期間、県内の知事指定医療機関で特定診療科に従事

【貸付金額】月10万円＋入学金＋授業料
【義務年限（返還免除条件）】 ９年（初期２年＋７年）
初期研修後７年間業務に従事、うち少なくとも４年間を岐阜圏域以外の知事指定医療
機関で勤務
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【義務年限】１１年
（初期研修２年＋業務従事期間９年※）
※うち「指定勤務期間（６年間）」、「その他
勤務期間（３年間）」

※義務年限短縮の取扱い有

【貸付金額】月20万円＋入学金＋授業料
【義務年限（返還免除条件）】 ９年（初期研修２年＋７年）
原則出身圏域で初期臨床研修を修了し、４年間の「指定勤務期間」のうち少なくとも２年以上を
原則出身市町村、残りを出身圏域の知事指定医療機関で勤務

「指定勤務期間」の
うち少なくとも
５０％以上を岐阜圏
域以外での勤務が望
ましい

「指定勤務期間」のう
ち少なくとも３年以上
を岐阜圏域以外勤務

貸付決定者３７名

１．医学生修学資金制度等の見直し（案）について 【概要】

第１種

※１「指定勤務期間」：知事が指定する医療機関で勤務する期間
※２「その他勤務期間」：県内どの圏域、どの医療機関でも勤務可能
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地域枠医師(第1種)の県内従事状況（R7.4.1現在）

岐阜県医学生修学資金（第1種）制度は、制度創設（H20）からR7.3.31までに計４１８名に貸し付けを行っており、
県内における医師総数確保の中心的な施策となっているが、次の課題も存在。

【課題】
H20からH30年度までの同制度における業務従事要件が、医師不足地域への効果的な誘導策となっていないのではないか。
→今後の課題である「医師の地域偏在の是正」に向け、より効果的な制度設計とすべきではないか。

第1種修学資金受給者の内訳
H30
以前

H31以降

岐阜県
コース

地域医療
コース

累計 418 262 119 37

修学中 132 3 95 34

県内従事 247 217 27 3

一次的に県外従事 13 13 0 0

育休等による中断 12 12 0 0

義務年限満了 4 4 0 0

離脱 10 10 0 0

２．医学生修学資金制度の現状等について

【制度改正（案）】

既貸付者に対して医師不足地域へ誘導可能なインセンティブ
を付与 ※即効性のある効果を期待

※「地域医療コース」は元々地域縛り要件が強く、改正の必要なし。
※今後の新規貸付者（地域枠入学者）については、H31年度の制度改正後
の「岐阜県コース」「地域医療コース」の今後の動向等も見極めつつ、制度
の見直しに向けた検討を行う。

※現在、業務従事中の医師に対して、これから医師不足地域での勤務を義務付けることは、
不利益変更の遡及適用となるため不可

3名 

※R7.4.1時点
※「修学中」には令和7年度入学生は含まれていない

(人)

２



初期研修 指定勤務期間（知事指定医療機関j勤務） その他勤務期間

２年
６年

３年
※少なくとも50％以上を岐阜圏域以外での勤務することが望ましい

初期研修 指定勤務期間（知事指定医療機関勤務） その他勤務期間

２年

６年

３年
ローテーションルール

（※少なくとも３年以上を岐阜圏域以外での勤務すること）

初期研修 指定勤務期間
（知事指定医療機関勤務）

その他勤務期間

２年
４年

３年
※岐阜圏域以外

初期研修 指定勤務期間
（知事指定医療機関勤務）

その他勤務期間

２年
出身圏域に所在する
臨床研修病院

４年
３年

※少なくとも２年間は
出身市町村 出身圏域

H20～H24年度入学者（義務年限期間：１１年）

H25～H30年度入学者（義務年限期間：１１年）

H31年度以降入学者（義務年限期間：９年）

「岐阜県
コース」

「地域医療
コース」

【現行】

貸付決定者
100名

（うち満了
者4名）

貸付決定者
162名

（うち修学
中3名）

貸付決定者
119名

（うち修学
中95名）

貸付決定者
37名

（うち修学
中34名）

３．医学生修学資金制度（第1種）の業務従事要件の変遷について

２年短縮

【県内従事医師】計73名（岐阜：43名、西濃：4名、中濃：18名、東濃：4名、飛騨：4名）

【県内従事医師】計113名（岐阜：51名、西濃：16名、中濃：22名、東濃：8名、飛騨：16名）
【研修医】計31名（岐阜：21名、西濃：3名、中濃：5名、東濃：2名、飛騨：0名）

※H31年度入学者のみ
【研修医】計27名（岐阜：16名、西濃：1名、中濃：6名、東濃：3名、飛騨：1名）

３



「指定勤務期間」の短縮（振替）によるインセンティブ付与（岐阜県コース・既貸付者）

⇒「医師確保条件不利地域」での勤務へ誘導

４．医学生修学資金制度（第1種）の見直しについて（案）

【見直し案】

現行制度（義務年限期間：９年 ※H30年度以前の貸付者は義務年限期間：１１年）

【現行】

初期研修後７年間業務に従事、
うち４年間の「指定勤務期
間」のすべてを岐阜圏域以
外で勤務

初期研修 指定勤務期間
（知事指定医療機関勤務）

その他勤務期間

２年

４年

３年
※岐阜圏域以外

初期研修 指定勤務期間
（知事指定医療機関勤務）

その他勤務期間

２年

３年

４年２年間
医師確保

条件不利地域

※岐阜圏
域以外

既貸付者（義務年限期間：９年 ※H30年度以前の貸付者は義務年限期間：１１年）

初期研修後７年間業務に従事、
うち少なくとも４年間の「指定勤
務期間」のうち、２年間を「医師
確保条件不利地域」に所在す
る知事指定医療機関で勤務し
た場合、その勤務年数の1/2
に相当する期間を上限に、「そ
の他勤務期間」に振り替え（指
定勤務期間を短縮）

１年間を
振り替え

※振り替え後（イメージ）

「指定勤務期間」：知事が指定する医療機関で勤務する期間

「その他勤務期間」：県内どの圏域、どの医療機関でも勤務可能

４



５.「医師確保条件不利地域」の設定（案）

１ 基本単位

Ａ
条件不利地域

（過疎、豪雪・特別豪雪、
山村振興）※１

Ａ－１
条件不利地域

（辺地）

Ｂ
「可住地面積当たり医療機関従
事医師数≦県平均」 かつ
「2040年高齢化率≧県平均」

Ｃ
医師少数スポット、無医地
区、準無医地区、へき地診
療所所在地域

考え方

・自然環境や社会条件が厳しく人
口が少ないため医師確保に不利な
地域を表す指標として使用する。

・民間医療機関によって経営環境が
悪く参入が難しい地域

・医師にとって症例数が少なく希望
するキャリア形成が実現しづらい
地域

・生活・子育て環境など勤務医師確
保に不利な地域

・局所的な地域指定
ではあるが、Ａと同
様の考え方が当ては
まるため、医師確保
に不利な地域を表す
指標として使用する。

・医師の多寡を直接表す指標
・2040年問題を表す指標であ
り、Ａを補完する指標として
使用する。

・局所的な医師不足地域

→Ａ，Ｂで設定した区域が
   Ｃを網羅しているか確認
   する観点で使用する。

※１ 生活環境の整備等に着目した地域指定を使用。特定農山村地域は「農林業が重要な事業である地域指定」であるため使用しない

２ 判断に使用する指標

３ 「Ａ、Ａ－１」又は「Ｂ」に該当する地域を「医師確保条件不利地域」
に設定（併せてＣが網羅されているかを確認）

原則、９９市町村（平成の大合併前の市町村区域）を基本単位として、以下の指標を用いて該当性を判断する。

旧市町村区域と医師の多寡とが直接リンクするものではないが、可住地面積当たり従事医師数、無医地区、準無医地区、医師少数スポットなど
の指標と整合的であるため、採用する。

※基本単位を二次医療圏（５圏域）とした場合、医師多数圏域内にも準無医地区、医師少数スポットなどの医師不足地域が存在する。
※基本単位を市町村区域（４２市町村）とした場合、同一市内でも医師確保等に不均衡が生じている区域がある。

※設定の結果は次ページで図示

５



⇒ ①及び②を「医師確保条件不利地域」に設定する。
６



６.「医師確保条件不利地域」に所在する医療機関の指定について（案）

７

開設者 病診の別 圏域

所在地
（　）書きは平成

の合併前の市町村

名

【現行】岐阜県コース・地域医療コース
（H31～）

知事指定医療機関（※岐阜圏域以外）

従事
医師数
(R7.4.1)

【参考】
自治医大卒業

医師数

(R7.4.1)

【条件不利地域所在】
知事指定医療機関

東濃 多治見市（多治見市） 岐阜県立多治見病院 6 1

飛騨 下呂市（下呂町） 岐阜県立下呂温泉病院 3 岐阜県立下呂温泉病院

西濃 大垣市（大垣市） 大垣市民病院 11

中濃 美濃市 美濃市立美濃病院 美濃市立美濃病院

中濃 郡上市（八幡町） 郡上市民病院 2 郡上市民病院

中濃 郡上市（白鳥町） 県北西部地域医療センター国保白鳥病院 1 2 県北西部地域医療センター国保白鳥病院

東濃 多治見市（多治見市） 社会医療法人厚生会多治見市民病院

東濃 土岐市 土岐市立総合病院　※移転予定あり 2

東濃 中津川市（中津川市） 総合病院中津川市民病院 1 総合病院中津川市民病院

東濃 恵那市（恵那市） 市立恵那病院 1 市立恵那病院

東濃 恵那市（上矢作町） 国民健康保険上矢作病院 1 国民健康保険上矢作病院

飛騨 下呂市（金山町） 下呂市立金山病院 下呂市立金山病院

飛騨 飛騨市（神岡町） 国民健康保険飛驒市民病院 2 国民健康保険飛驒市民病院

西濃 関ケ原町 国保関ケ原診療所 国保関ケ原診療所

東濃 中津川市（坂下町） 国民健康保険坂下診療所 国民健康保険坂下診療所

西濃 揖斐川町（揖斐川町） いびがわ診療所 1 いびがわ診療所
岐阜 本巣市（根尾村） 国民健康保険根尾診療所
西濃 大垣市（上石津町） 国民健康保険上石津診療所 国民健康保険上石津診療所
西濃 揖斐川町（春日村） 春日診療所 春日診療所
西濃 揖斐川町（坂内村） 坂内国民健康保険診療所 坂内国民健康保険診療所
西濃 揖斐川町（久瀬村） 久瀬診療所 久瀬診療所
中濃 関市（洞戸村） 国民健康保険洞戸診療所 国民健康保険洞戸診療所
中濃 関市（板取村） 国民健康保険板取診療所 国民健康保険板取診療所
中濃 関市（武儀町） 国民健康保険津保川診療所 国民健康保険津保川診療所
中濃 郡上市（和良村） 県北西部地域医療センター国保和良診療所 1 県北西部地域医療センター国保和良診療所

中濃 郡上市（高鷲村） 県北西部地域医療センター国保高鷲診療所 1 県北西部地域医療センター国保高鷲診療所

中濃 東白川村（東白川村） 東白川村国保診療所 1 東白川村国保診療所
東濃 中津川市（蛭川村） 国民健康保険蛭川診療所 1 国民健康保険蛭川診療所
東濃 恵那市（恵那市） 国民健康保険飯地診療所 国民健康保険飯地診療所
東濃 恵那市（恵那市） 国民健康保険三郷診療所 国民健康保険三郷診療所
東濃 恵那市（山岡町） 国民健康保険山岡診療所 国民健康保険山岡診療所
飛騨 高山市（清見村） 国民健康保険清見診療所 1 国民健康保険清見診療所
飛騨 高山市（荘川村） 国民健康保険荘川診療所 国民健康保険荘川診療所
飛騨 高山市（久々野町） 国民健康保険久々野診療所 1 国民健康保険久々野診療所
飛騨 高山市（朝日村） 国民健康保険朝日診療所 1 国民健康保険朝日診療所
飛騨 高山市（高根村） 国民健康保険高根診療所 国民健康保険高根診療所
飛騨 高山市（上宝村） 国民健康保険栃尾診療所 国民健康保険栃尾診療所
飛騨 飛騨市（河合村） 国民健康保険飛驒市河合診療所 国民健康保険飛驒市河合診療所
飛騨 飛騨市（宮川村） 国民健康保険飛驒市宮川診療所 国民健康保険飛驒市宮川診療所
飛騨 下呂市（小坂町） 下呂市立小坂診療所 2 下呂市立小坂診療所
飛騨 下呂市（馬瀬村） 下呂市立馬瀬診療所 下呂市立馬瀬診療所
飛騨 白川村（白川村） 県北西部地域医療センター国保白川診療所 1 県北西部地域医療センター国保白川診療所

日本赤十
字社岐阜
県支部

病院 飛騨 高山市（高山市） 高山赤十字病院 15 高山赤十字病院

岐阜 山県市（高富町） 岐北厚生病院

西濃 養老町 西美濃厚生病院 西美濃厚生病院

西濃 大野町 西濃厚生病院 7 西濃厚生病院

中濃 関市（関市） 中濃厚生病院 16

東濃 瑞浪市 東濃厚生病院　※廃止予定あり 東濃厚生病院　※廃止予定あり

飛騨 高山市（高山市） 久美愛厚生病院 2 久美愛厚生病院

西濃 大垣市（大垣市） 名和病院

西濃 大垣市（大垣市） 医療法人社団豊正会大垣中央病院

西濃 海津市（海津町） 海津市医師会病院 海津市医師会病院

西濃 池田町 新生病院 新生病院

西濃 垂井町（垂井町） 博愛会病院 博愛会病院

西濃 大垣市（大垣市） 医療法人徳洲会大垣徳洲会病院

中濃 関市（関市） 医療法人香徳会関中央病院 1

中濃 郡上市（白鳥町） 社会医療法人白鳳会鷲見病院 社会医療法人白鳳会鷲見病院

中濃 美濃加茂市 社会医療法人厚生会中部国際医療センター 19

中濃 美濃加茂市 社会医療法人厚生会中部脳リハビリテーション病院

中濃 美濃加茂市 太田病院

中濃 可児市（可児市） 可児とうのう病院

中濃 可児市（可児市） 医療法人馨仁会藤掛病院

中濃 可児市（可児市） 医療法人社団慶桜会東可児病院

中濃 御嵩町 桃井病院 桃井病院

中濃 白川町 医療法人白水会白川病院 医療法人白水会白川病院

西濃 大垣市（大垣市） 医療法人静風会大垣病院

西濃 海津市（南濃町） 社会医療法人緑峰会養南病院 1 社会医療法人緑峰会養南病院

西濃 垂井町 医療法人清澄会不破ノ関病院 医療法人清澄会不破ノ関病院

中濃 郡上市（美並村） 医療法人春陽会慈恵中央病院 医療法人春陽会慈恵中央病院

中濃 美濃加茂市 特定医療法人清仁会のぞみの丘ホスピタル 1

東濃 瑞浪市 医療法人仁誠会大湫病院 医療法人仁誠会大湫病院

東濃 土岐市 社会医療法人聖泉会聖十字病院 1

飛騨 高山市（国府町） 医療法人生仁会須田病院 医療法人生仁会須田病院

飛騨 下呂市（萩原町） 特定医療法人隆湶会南ひだせせらぎ病院 特定医療法人隆湶会南ひだせせらぎ病院

73 91 16 56
※91名以外に、岐阜圏域勤務(94)、民間クリニック（東濃）(1)、大学院(3)、初期臨床研修医(58)

※自治医大卒業医師数に初期臨床研修医(3)は含んでいない。

岐阜県厚
生農業協
同組合連

病院
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７．特定・総合診療科医師研修資金制度等の見直しについて（案）

【特定・総合診療科医師研修資金貸付制度における課題】
① 専門医に県内での勤務を義務付ける効果はあるものの、もともと特定診療科等で勤務予定であった者に

対して貸し付けているだけではないか。
② 既に一定の収入を得ている専攻医が対象であるため、インセンティブとしての効果が弱いのではないか。
③ 返還免除益が所得税の課税対象となることが足かせとなり、利用者が低調となっているのではないか。

廃止・新設

（R7年度末）

（現行）

■第１種修学資金
岐阜県コース
〇貸付期間 ６年間
〇貸付金額 月10万円 年120万円

（＋授業料・入学金相当額）
〇返還免除条件
初期研修修了後７年間業務に従事し、
うち少なくとも４年間を岐阜圏域以外
の知事指定医療機関で勤務

医学生修学資金貸付制度

【廃止】特定・総合診療科医師研修資金貸付制度

○対象者：県内・県外の『専攻医』
※医学生修学資金との併用不可

〇対象診療科：外科、小児科、産科・産婦人科、救急科、麻酔科、
総合診療科

○定員：１０名／年
〇貸付期間：最大３年間
〇貸付金額：10万円／月（最大３年間で360万円を想定）
〇返還免除条件
専門医認定後、貸付期間の２倍の期間中に、貸付期間と同期
間、県内の岐阜圏域以外に所在する知事が指定する医療機関
で特定診療科に係る業務に従事

（新）

【新設】特定診療科医学生修学資金貸付制度（仮称）

〇対象者：県内・県外の『医学生（４～６年生）』
※医学生修学資金との併用不可

〇対象診療科：外科、小児科、産科・産婦人科、救急科、麻酔科、
総合診療科

○定員：１０名／年
〇貸付期間：最大３年間
〇貸付金額：10万円／月（最大３年間で360万円を想定）
〇返還免除要件
県内で初期臨床研修後、県内の専門医プログラムに登録し、貸付期間と
同期間、県内の知事指定医療機関で特定診療科に従事

【見直しの趣旨】
貸付対象者を医学生に変更することで課題解決を図ることが可能
①特定診療科を志す医学生に、将来県内で専攻医・専門医として勤務することを促す。
②収入が低い医学生を対象とするため、より強いインセンティブ効果が期待できる。
③学資金と同趣旨であり所得税課税の問題が発生しない。

変更なし

■第２種修学資金

〇貸付期間 最大６年間
〇貸付金額 月10万円 年120万円
（最大６年間で720万円を想定）

〇返還免除条件
初期研修修了後貸付期間と同期間業務に
従事し、貸付期間の半分を岐阜圏域以外
の知事指定医療機関で勤務

地域医療コース
〇貸付期間 ６年間
〇貸付金額 月20万円 年240万円

（＋授業料・入学金相当額）
〇返還免除条件
原則出身圏域で初期研修修了後７年間業務
に従事し、４年間のうち最低２年間を出身
市町村、残りを出身圏域で勤務

８
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